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三角合併特集◯１

I   三角合併の仕組み

　三角合併とは２００６年５月１日施行の会社法に、対価の柔軟化規定が新設された

ことによって、可能となった合併手法です。対価の柔軟化規定により、吸収合併を

行う場合に、消滅会社の株主に対して交付する対価を存続会社の株式に限定する

ことなく、金銭その他の財産をもその対価とすることができるようになりました（会７４９Ｉ

◯、会７５１Ｉ◯）。この規定の適用時期が会社法施行の日から１年間延長されて

いたので、本制度は２００７年５月１日から解禁となりました。この対価の柔軟化が認

められたことにより、たとえば子会社が、他の会社を吸収合併して存続会社となる

場合に、従来は消滅会社の株主に合併の対価として交付される対価は存続会社で

ある子会社の株式に限定されていましたが、今日ではその親会社の株式を対価とし

て交付する、いわゆる三角合併を行うことが可能となっています。

　三角合併の具体的なスキームは以下のとおりです（図表１参照）。

◯親会社Ｐ社が子会社Ｓ社に親会社Ｐ社の株式を取得させる。�

◯子会社Ｓ社を存続会社として他の会社Ａ社との間で合併を行い、合併の対価と

して消滅会社であるＡ社の株主にＳ社の保有する親会社Ｐ社の株式を交付する。

三角合併の会計処理
あずさ監査法人　代表社員 　山崎  美行

会社法に新設された対価の柔軟化規定により三角合併が認められるようになり、買収・事業再編のスキーム

選択の幅が広がりました。本稿では三角合併の基本的なスキームの説明とその会計処理の解説を行います。

また、三角合併と同様の結果を達成することができる代替スキームについても検討しています。これらの会計

処理を比較することにより、三角合併の会計処理の理解を深めていただきたいと思います。

なお、本稿の意見にかかる部分は筆者の私見であることを、あらかじめお断りしておきます。
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図表１■ 三角合併のスキーム
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　なお、子会社が親会社株式を取得することは、原則として禁止されていますが

（会１３５Ｉ）、子会社が三角合併を行う目的で親会社株式を取得する場合には、例

外的にその取得を許容する規定が会社法に新設されています（会８００、会１３５

ＩＩ◯、施規２３◯）。�

　この三角合併のスキームを活用することにより、対価として現金を必要とすることな

く、また、子会社との１００％親子関係を維持したまま、子会社を使って他の会社を

買収することが可能となります。また、当該規定は外国法人が日本に子会社を設立

し、三角合併を行うことを規制していませんので、実質的には外国法人が日本の買

収対象会社を完全子会社とする株式交換を行ったのと同じ効果を得ることができ、

外国法人が日本の会社の買収手法として当該制度を活用することも可能です。

II    三角合併の会計処理

　三角合併の会計処理を行うためには、企業結合に係る会計基準（以下「企業

結合会計基準」という）に従い、まず取得と持分の結合の識別判定を行わなけれ

ばなりません。

１．  取得と持分の結合の識別判定　

　企業結合会計基準によれば、次の３つの要素を満たす場合には当該取引は持分

の結合と判定し、持分プーリング法による会計処理を行い、持分の結合と判定され

なかった取引は取得と判定され、パーチェス法による会計処理が適用されます（図

表２フローチャート参照。共同支配企業の形成および共通支配下の取引と判定され

るものを除く）。

５ ８
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図表２■ 取得と持分の結合の識別フローチャート（共同支配企業の形成および共通支配下の取引と判定されるものを除く）

Yes

No

No

No

No

Yes

Yes

議決権比率以外の支配要件
次のいずれの要件にも該当しない

◯ いずれかの結合当事企業が重要な経営事項の意思決定機関を支配している

◯ いずれかの結合当事企業が有利な立場にある

◯ 企業結合日後２年以内にいずれかの結合当事企業の大部分の事業を処分する予定がある

◯ 多額のプレミアムが発生している

持分の結合（持分プーリング法の適用）

対価要件
企業結合の対価のすべてが議決権のある株式である

議決権比率要件
・結合企業を支配する株主が存在しない

・議決権比率が５０：５０から上下おおむね５％ポイントの範囲内である
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◯結合の対価が議決権のある株式である（対価要件）

◯結合後の議決権比率が５０：５０の上下おおむね５％ポイント以内（議決権比

率要件）�

◯◯以外にも支配関係を示す一定の事実がない（その他の支配要件）�

　三角合併についてこれらの判定を行えば、まず結合の対価が結合当事企業（図

表１の例でいえば子会社Ｓ社）の議決権のある株式ではないので、三角合併は常

に取得と判定されてしまいます。しかし、三角合併は、実質的には、親会社が子

会社を用いて行う他の会社との結合取引であり、企業結合会計上も、その取引実

態にかんがみ、三角合併の特例を設けています。すなわち、親会社と他の会社と

の企業結合とみなして、取得と持分結合の判定を行うこととしています（企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針９項－以下「適用指針」と

いう）。

２．  三角合併の特例

　三角合併の特例規定によると、前述の例の三角合併の場合には、各判定要件が

次のように適用されることとなります。

◯対価要件については、親会社Ｐ社の議決権のある株式が対価として交付され

ていれば満たされることになる。

◯議決権比率要件については、結合後企業（合併後の子会社Ｓ社および親会

社Ｐ社の連結グループ）に対して各結合当事企業の株主（合併前の親会社

Ｐ社の株主および消滅会社Ａ社の株主）が総体として有することとなった議決

権比率の割合は、合併前の親会社Ｐ社の株主と消滅会社Ａ社の株主の議決

権比率で判定することになる。また、議決権比率要件の最初に行われる結合

後企業を支配する株主が存在するかどうかの判定（当該支配株主が存在する

場合には、その時点で取得と判定される）についても、結合後の親会社Ｐ社

の連結グループを支配している株主が存在するかどうかを判定することになる。

このように、三角合併の特例を設けることにより、実質的に親会社が子会社を用

いて行う他の会社との結合取引という取引実態に沿って、取得と持分の結合の識別

判定を行うことができ、三角合併が必ず取得と判定されてしまうことのないように手当

がなされています。

３．  三角合併が取得と判定された場合の会計処理（パーチェス法）

　取得と持分の結合の識別判定を行った結果、持分の結合と判定された取引は持

分プーリング法による会計処理を行い、持分の結合と判定されなかった取引は取得

と判定され、パーチェス法による会計処理が適用されます。企業結合会計基準は、

持分の結合と判定される取引を前述の３要件を満たしたものに限定して持分プーリン

グの会計処理を適用することになっていますので、三角合併でなくとも持分プーリング

の会計処理が適用できるケースは限定的と考えられています（共同支配企業の形

成および共通支配下の取引と判定されるものを除く）。したがって、ここでは一般的

に多く行われるであろう、三角合併が取得と判定された場合のパーチェス法の会計

処理について説明します。

１

２

３
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設例

　Ｐ社の１００％子会社Ｓ社は、Ｓ社を存続会社とし、Ａ社を消滅会社とする吸

収合併契約を締結し、合併の対価としてＡ社株式１株につき親会社Ｐ社株式

０．４株（交付株式総数２０百万株）をＡ社の株主に交付する。

　Ｐ社は上記合併を前提として、新株式２０百万株を時価（一株当たり５００円、

発行時価総額１００億円）で発行し、１００％子会社Ｓ社に全株第三者割当を行

い、その対価としてＳ社株式を取得する（親会社Ｐ社の子会社Ｓ社を引受けと

する第三者割当新株発行をＳ社の株式を対価として行うことの会社法上の可否

は法律事務所にご確認ください）。�

　それぞれの会社の合併前財務指標は以下のとおりである（スキームについて

は図表１参照）。

 親会社Ｐ社�

　 発行済株式数　　１００百万株

　 一株当たり時価　　　 ５００円

　 時価総額　　　　　５００億円

　 資本金等　　　　　１００億円

 　当初Ｓ社株式取得

　 価額　　　　　　　  １０億円

　 純資産 　  　　　　１００億円

 子会社Ｓ社（Ｐ社の１００％子会社）

　 資本金等  　　　　　１０億円

　 純資産  　　　　　　１０億円

 Ａ社�

　 発行株済式数 　　 ５０百万株

　 一株当たり時価   　　  ２００円

　 時価総額   　　　　１００億円

　 資本金等   　　　　  ４０億円

    純資産   　　　　 　 ４０億円

　 Ａ社の純資産時価は薄価と一致しているものとする

消滅会社Ａ社の株主の合併後のＰ社における株式保有割合

　２０百万株／（１００百万株 ＋ ２０百万株）＝１６．７％

　本件は議決権比率要件を満たさないため、親会社Ｐ社が実質的に子会社Ｓ

社を利用し、自社発行新株を対価としてＡ社を取得したとするパーチェス法を適

用する。

 親会社Ｐ社の会計処理�

  個別財務諸表

 （借）Ｓ社株式　　１００億円　　（貸）資本金等　　１００億円�

  新株発行時価額１００億円で資本金等増加および子会社Ｓ社株式取得を計上。

（親会社Ｐ社の子会社Ｓ社を引受けとする第三者割当新株発行をＳ社の株式を

対価として行うことが、会社法上適法であることを前提とします。）

Ｐ社個別財務諸表

諸資産

Ｓ社株式

９０

１０ 資本金等 １００

Ｓ社個別財務諸表

諸資産 １０ 資本金等 １０

Ａ社個別財務諸表

諸資産 ４０ 資本金等 ４０
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 子会社S社の会計処理�

  個別財務諸表

 （借）Ｐ社株式　　１００億円　　（貸）資本金等　　１００億円�

 （借）Ａ社純資産　 ４０億円　　（貸）Ｐ社株式　　１００億円　

　　 　のれん　        ６０億円

　親会社Ｐ社株式を時価１００億円で引き受け、対価としてＰ社に発行したＳ社

株式をＰ社株式受入れ時価１００億円で計上。�

　合併消滅会社Ａ社の純資産時価４０億円を受け入れ、対価としてＰ社株式を

交付、Ａ社純資産４０億円の取得対価はＰ社株式の時価１００億円となり、その

差額がのれんとなる。

 Ｐ社の連結消去仕訳�

　（借）Ｓ社資本金等　１１０億円　 （貸）Ｓ社株式　　１１０億円

　Ｓ社の資本金等とＳ社株式の消去を行い、Ａ社を取得した取引を連結上反映

させる。

　各社の合併後の個別財務諸表および連結財務諸表は、以下のとおりです。

III    他の手法との比較

　三角合併の仕組み、会計処理は以上のとおりですが、三角合併を用いなくとも同

じ再編、買収ストラクチャーを達成することは可能です。本稿では三角合併の会計

処理をより理解するために、主に会計面からこれら代替的スキームとの比較を検討し

ます。

　三角合併と同じ効果を達成するための、現金を伴わない株式を用いた手法で、

いくつかのステップを組み合せた主なスキームとしては次の２つが考えられます。

◯親会社の株式と交換し完全子会社化した後に子会社同士で合併�

◯親会社に吸収合併した後に子会社に事業を分割�

１．  親会社の株式と交換し完全子会社化した後に子会社同士で合併

（１）スキーム

　親会社Ｐ社の株式とＡ社の株式を交換し、Ａ社をＰ社の完全子会社とした後、

Ａ社と子会社Ｓ社でＳ社を存続会社とした合併を行う。なお、Ｓ社はＡ社に株式

を発行しない（図表３参照）。

Ｐ社個別財務諸表

諸資産

Ｓ社株式

９０

１１０ 資本金等 ２００

Ｓ社個別財務諸表

諸資産

Ａ社純資産

のれん

１０

４０

６０ 資本金等 １１０
Ｐ社連結財務諸表

諸資産

Ａ社純資産

のれん

１００

４０

６０ 資本金等 ２００

１

２
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　単にA社を自社株式で取得する目的のためであれば、親会社が日本法人の

場合、このように株式交換を行えば三角合併を行わなくともA社を取得すること

ができるので、子会社S社の利用または子会社S社との合併は必須ではありま

せん。

　親会社が外国法人の場合、日本の会社を自社株式で取得しようとすれば、会

社法上、外国法人には株式交換による完全子会社化が認められていないので、

日本法人である子会社Ｓ社を利用して三角合併を行う必要があります。これが三

角合併に関して外国法人の利用が話題になっている理由の１つです。

　親会社が日本法人であっても、たとえばＰ社が持株会社であり、Ａ社の買収と

事業法人である子会社Ｓ社との統合を同時に達成したい場合で三角合併を利用

しない場合には、このように株式交換と合併の２ステップスキームを行う必要があ

ります。�

（２）会計処理

　親会社の株式と交換し完全子会社化した後、子会社同士で合併するスキー

ムを用いた場合、それぞれを別の取引とする会計処理は以下のとおりです。

 親会社Ｐ社の会計処理�

  個別財務諸表

   ステップ１

　（借）Ａ社株式　　１００億円    （貸）資本金等　　１００億円

   ステップ２�

　（借）Ｓ社株式　　１００億円    （貸）Ａ社株式　　１００億円

　Ａ社株主にＡ社株式と交換に発行したＰ社株式時価１００億円で資本金等増

加およびＡ社株式取得を計上。

　Ｓ社とＡ社の合併により、Ａ社株式は消滅し、Ｐ社は合併の対価としてＳ社株

式を取得しない場合でも、消滅会社Ａ社の株式の帳簿価額を存続会社Ｓ社株

式の帳簿価格に加算する（適用指針２０３－２項（１））。

Ｐ社株主

親会社Ｐ社

子会社Ｓ社

ステップ １

Ａ社株主

Ａ  社

Ｐ社株主

子会社Ｓ社

ステップ ２

Ａ  社

Ｐ社株主

親会社Ｐ社

子会社Ｓ社＋Ａ社

合併後

Ａ社株主

図表３■ 親会社の株式と交換し子会社化した後に子会社同士で合併

吸収合併

親会社Ｐ社

Ａ社株主
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 子会社Ｓ社の会計処理�

  個別財務諸表

    ステップ２

  （借）Ａ社純資産　  ４０億円   （貸）資本金等　　 ４０億円　�

　共通支配下の取引として持分プーリングに準じた会計処理を採用した場合、

合併消滅会社Ａ社の純資産を適正な帳簿価額４０億円で引き継ぎ、同額を増

加資本金等として計上する（適用指針２０３－２項（１））。

 Ｐ社の連結消去仕訳�

 （借）Ｓ社資本金等　 ５０億円　 （貸）Ｓ社株式　　 １１０億円

     　  のれん　　　　 ６０億円

　Ｓ社の資本金等とＳ社株式の消去を行い、Ｓ社の受け入れたＡ社純資産額

の時価評価額４０億円（Ａ社の純資産時価額と薄価は一致しているものとする）

とＳ社の合併を通じて引き継いだＡ社の取得価額１００億円との差額をのれんとし

て計上する。

　各社の合併後の個別財務諸表および連結財務諸表は以下のとおりです（取

引前の各社財務諸表は三角合併前と同じであると仮定します）。

　当該スキームを利用した場合、連結会計上は三角合併の場合と同じ結果となり、

実質的にＰ社が子会社Ｓ社を通じてＡ社を取得した会計処理を行うことになりますが、

親会社の株式と交換し完全子会社化する取引と子会社同士の合併をそれぞれ別々

の取引として処理する場合、個別財務諸表上は、異なる会計結果となります。すな

わち、三角合併の場合の会計処理と異なり、合併後のＳ社の個別財務諸表上には

のれんが発生しない会計処理となります。ただし、親会社の株式と交換し完全子会

社化する取引と子会社同士の合併を一体の取引とみなす場合、Ｓ社の個別財務諸

表上も三角合併の場合と同じ会計処理を行うとする考え方もありますので、留意して

ください。

　　

２．  親会社に吸収合併した後に子会社に事業を分割

（１）スキーム

　親会社Ｐ社とＡ社が直接合併を行い、消滅会社Ａ社の株主は対価としてＰ社

の株式の交付を受ける。その後Ｐ社は受け入れたＡ社の事業をそのまま子会社

であるＳ社に会社分割を行いＳ社とＡ社を統合する。なお、Ｓ社はＰ社に分割対

価としてＳ社の株式を発行しない（図表４参照）。

Ｐ社個別財務諸表

諸資産

Ｓ社株式

９０

１１０ 資本金等 ２００

Ｓ社個別財務諸表

諸資産

Ａ社純資産

１０

４０ 資本金等 ５０

Ｐ社連結財務諸表

諸資産

Ａ社純資産

のれん

１００

４０

６０ 資本金等 ２００
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（２）会計処理

　親会社に吸収合併した後に子会社に事業を分割するスキームを用いた場合の会

計処理は、以下のとおりです。

 親会社Ｐ社の会計処理�

   個別財務諸表

   ステップ１

　（借）Ａ社純資産　 ４０億円　　（貸）資本金等　　１００億円�

      　  のれん　　　 ６０億円

   ステップ２

　（借）Ｓ社株式　　１００億円　　（貸）Ａ社純資産 　 ４０億円

                                 　　　　　　  のれん　　　  ６０億円�

　（借）資本金等　  １００億円　　（貸）Ｓ社株式　　１００億円

　Ｐ社はＡ社の吸収合併に際して、消滅会社Ａ社の株主に交付したＰ社の株

式時価額１００億円を増加資本金等として計上し、Ａ社から受け入れた時価純

資産額４０億円と増加資本金等と同額の取得原価１００億円との差額６０億円をの

れんとして計上。

　Ｐ社は、Ａ社事業の分割に際してまず最初に会社分割の会計処理を行い、

分割により移転したＡ社のＰ社における適正な帳簿価額（のれん計上額６０億

円を含むことを前提とする）を減額し、Ａ社を分割し対価として受け取ったとみ

なしたＳ社株式の取得原価を移転事業に係る株主資本相当額、すなわち分割

前のＡ社のＰ社における適正な帳簿価額（のれん計上額６０億円を含むことを

前提とする）１００億円にもとづいて計上。

　その後、Ｐ社は受け取ったとみなしたＳ社株式をＳ社に分配する会計処理に

準じた会計処理を行い、Ｓ社株式の取得価額１００億円に相当する株主資本を

減額させる（適用指針２０３－２項（２））。�

Ｐ社株主

親会社Ｐ社

子会社Ｓ社

ステップ １

Ａ社株主

Ａ  社

Ｐ社株主

子会社Ｓ社

ステップ ２

Ａ  社

Ｐ社株主

親会社Ｐ社

子会社Ｓ社＋Ａ社

分割後

Ａ社株主

図表４■ 親会社と合併した後に子会社に事業を分割

吸収合併
Ａ社事業分割

親会社Ｐ社

Ａ社株主
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Ｐ社個別財務諸表

諸資産

Ｓ社株式

９０

１０ 資本金等 １００

Ｓ社個別財務諸表

諸資産

Ａ社純資産

のれん

１０

４０

６０ 資本金等 １１０
Ｐ社連結財務諸表

諸資産

Ａ社純資産

のれん

１００

４０

６０ 資本金等 ２００
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 子会社Ｓ社の会計処理�

   個別財務諸表

   ステップ２

　（借）Ａ社純資産　 ４０億円　　（貸）資本金等　　 １００億円

　　　  のれん　　　 ６０億円

　Ｐ社から分割受入れしたＡ社のＰ社における適正な帳簿価額（のれん計上額

６０億円を含むことを前提とする）を計上し、同額増加資本金等として計上（適

用指針２０３－２項（２））。�

 Ｐ社の連結消去仕訳�

 （借）Ｓ社資本金等  １０億円　　（貸）Ｓ社株式　　　 １０億円�

　Ｓ社の分割により増加する前のＳ社資本金等とＳ社株式の消去を行い、Ｓ社と

Ａ社の統合処理を連結上反映させる。

　各社の合併後の個別財務諸表および連結財務諸表は、以下のとおりである

（取引前の各社財務諸表は三角合併前と同じであると仮定します）。

　当該スキームを利用した場合、連結会計上は三角合併の場合と同じ結果とな

り、実質的にＰ社が子会社Ｓ社を通じてＡ社を取得した会計処理を行うことになり

ます。個別財務諸表に関しては、Ｐ社が合併に際して個別財務諸表上計上し

たＡ社ののれんがすべてＳ社に移転されるという前提のもとでは、Ｓ社の個別財

務諸表も三角合併の場合と同じ会計処理になりますが、Ｐ社において一旦のれ

んが個別財務諸表上計上され、その後分割にてＳ社にのれんが移転するという

プロセスを経るところが三角合併の処理と異なります。したがって、たとえば分

割するＡ社事業の範囲がＡ社事業の一部であったり、またＰ社が個別財務諸表

上計上したＡ社ののれんの全部が移転したとみなされない場合には、対応する

のれんの一部または全部がＰ社の個別財務諸表に残ることも考えられます。

　また、このケースのように親会社が１００％子会社Ｓ社に事業を移転し、かつ、

対価（子会社Ｓ社株式）が支払われない場合には、親会社の個別財務諸表

においては子会社株式を増加させることはできず、親会社の株主資本を変動さ

せることになることに留意してください。なお、当該会社分割において、対価

（子会社Ｓ社株式）が支払われる場合には、Ｐ社はＳ社株式を計上し、Ｐ社株

主資本を変動させない処理となります。
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IV    まとめ

　このように、いずれのスキームを利用してもＰ社の連結財務諸表上の会計処理は

同じ結果となりますが、それぞれの個別財務諸表上の会計処理は異なる可能性が

あります。また、税務上の取扱いは別途適格性の判定を行い処理することになって

いますので会計上の処理と異なる可能性があります。法人税課税は連結納税制度

を採用していない限り個々の会社単位で行われますので、税務上の影響は個別会

社単位で検討する必要があります。

　対価の柔軟化、三角合併の解禁に伴い買収・事業再編のスキーム選択の幅が

広がりました。同じ買収、事業再編目的を達成するためのスキームの選定は、法務

の観点、労務の観点、事業の許認可の観点等さまざまな視点からの検討が必要で

すが、会計処理、税務の観点も重要なポイントとして事前検討を忘れずに行うことが

必要です。

本稿の会計処理は、一般的な会計処理をわかりや

すく説明するために設例を単純化しています。

実際の会計処理は個別の状況によって異なる可能

性がありますので、個々の事案ごとに担当の公認会

計士にご相談されることをおすすめします。
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